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水道料金について（答申） 

 

 

 令和３年５月 28 日付け３水総第 130 号で諮問のありました 

このことについては、慎重に審議した結果、当審議会の意見は、 

別紙のとおりです。 

 

（案） 

令和 3 年度第 5 回長野市上下水道事業経営審議会（R03.12.21）資料 

資料１ 



諮問事項に対する当審議会の考え方は、次のとおりです。 

 

水道事業は、市民生活や社会経済活動を営む上で欠くことので

きないライフラインであり、将来にわたって健全経営を継続し、

安心で安全な水道水を供給することが求められている。 

本格的な人口減少の進展や、節水機器の普及、企業の地下水 

利用への転換、加えて令和元年東日本台風災害や新型コロナウイ

ルス感染症の影響などから、使用水量は減少しており、水道事業

を取り巻く状況は厳しさを増している。 

一方、耐用年数を超過する水道施設は年々増加しており、  

｢長野市水道施設整備計画｣に基づき、将来の水需要の減少を見据

えた施設の統廃合及びダウンサイジングを図り、適正な規模で 

効率的に更新を進めていく必要がある。 

また、近年、頻発化、激甚化が顕著である大規模地震や豪雨  

災害の発生時にも水道施設への被害を最小限に抑え、安全で良質

な水を安定的に供給するためには、老朽管の更新や基幹管路及び

災害時重要ルートの耐震化、浸水が想定される水道施設の耐水化

などを早急に進めていく必要がある。 

上下水道局が作成した今後 50 年間の経営見通しによると、 

50 年後の給水人口は現在の約６割まで減少し、使用水量も同様

に減少する見込みで、現行料金を継続した場合、料金算定期間に

おいては、資産維持率 0.5%を超える資産維持費を含む利益を確

保することはできるものの、水道料金収入の減少により令和 19

年度には赤字経営となり、令和 37 年度には補填財源の不足が見

込まれるなど厳しい経営状況を迎えることが想定される。 

このため、健全経営を維持していくには、更なる経費削減に 

努めるほか、デジタル技術を活用した維持管理の効率化など一層



の企業努力に取り組むとともに、中長期的な収支について勘案し

た上で、投資と財源の均衡を図りながら、定期的な水道料金の見

直しにより老朽管の更新や耐震化財源を確保していく必要があ

る。 

一方では、令和元年東日本台風災害や新型コロナウイルス感染

症により大きな影響を受けている市民生活や企業活動への配慮

も必要な状況となっており、水道料金の見直しで利用者の経済的

負担を更に増すことは、可能な限り避けるべきと考える。 

ついては、将来を見据えた定期的な水道料金の見直しの必要性

はあるものの、現行料金で料金算定期間においては必要な利益を

確保できる見込みとなっていることから、令和元年東日本台風災

害や新型コロナウイルス感染症による市民生活や企業活動への

影響に配慮し、今回の見直しでは、水道料金を据え置くことが適

当であると判断される。 

 

以上の考え方に基づき、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 水道料金について 

(1) 料金算定期間は、令和４年度から令和６年度までの３年間

とする。 

(2) 水道料金は、据え置きとする。 

 

２ 附帯意見 

(1) 長野市水道事業経営戦略に基づき、より一層の経営効率化

と経費削減を図り、適正かつ健全な経営の継続に努めること。 



 (2） 将来世代の負担を軽減するため、借入金利の動向も勘案

しながら、企業債借入額の抑制に努めること。 

(3) 今回作成した経営見通しの事後検証を実施し、定期的に 

水道料金の見直しを行うこと。 

(4) 人口減少社会においても持続可能な水道事業経営とする

ため、基盤強化に向けた広域化、広域連携について引き続き

検討を進めること。 

 


